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(57)【要約】
【課題】機器を収容する搭載衛星に変更を加える必要性
を回避しながら、高性能な熱制御を提供する。
【解決手段】静止搭載衛星の機器実装システムは、被搭
載機器に対して独立した排熱能力を提供する。本システ
ムは、硬質要素及び軟質要素の少なくとも一方を含むこ
とができるヒートパイプを介して、放熱部品に熱結合す
る機器実装構造を含むことができる。いくつかの実施形
態では、本システムは、北方向及び南方向の少なくとも
一方に熱を排出しながら、衛星部品及び被搭載機器にク
リアな視野を提供するように、搭載衛星に実装される。
本システムは、被搭載機器及び搭載衛星の少なくとも一
方の部品の構造的な支持を提供することもできる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搭載衛星の機器実装システムであって、
　前記衛星のベースパネルに対して実装パネルを結合する少なくとも１つのマウントを含
み、少なくとも１つの被搭載機器を支持するように構成された実装パネルと、
　前記実装パネルに対して横切る方向に延び、前記衛星の１つ以上の部品からの余分な熱
を放出するように構成され、前記衛星の縦軸に沿って延びる放熱部品と、
　前記実装パネル及び前記放熱部品に結合され、前記実装パネル又は前記放熱部品から熱
を除去するように構成されたヒートパイプアッセンブリと、
　を含む搭載衛星の機器実装システム。
【請求項２】
　前記ヒートパイプアッセンブリは、複数のヒートパイプを含む、
　請求項１に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項３】
　前記ヒートパイプアッセンブリは、前記実装パネル及び前記放熱部品の少なくとも一方
に、少なくとも部分的に内蔵される、
　請求項１に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項４】
　前記ヒートパイプアッセンブリは、少なくとも１つの軟質部品を含み、前記軟質部品は
、前記実装パネル及び前記放熱部品の少なくとも一方に対して前記ヒートパイプアッセン
ブリを移動可能とし、前記ヒートパイプアッセンブリと前記実装パネル又は前記放熱部品
との間のトルク又は力の伝達を避けるように構成された、
　請求項１に記載の搭載衛星の機器搭載システム。
【請求項５】
　前記ヒートパイプアッセンブリは、少なくとも１つの軟質ヒートパイプを含む、
　請求項４に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項６】
　前記ヒートパイプアッセンブリは、前記実装パネル及び前記放熱部品が相互に略垂直に
配向されるように、略垂直な配向で、前記実装パネル及び前記放熱部品の間に延びる、
　請求項１に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項７】
　前記システムは、前記実装パネル及び前記放熱部品によって少なくとも一部が規定され
た被搭載機器部分を規定し、
　前記被搭載機器部分は、少なくとも０．７ｍ３の利用可能な容積を含み、前記少なくと
も１つの被搭載機器を支持することができる、
　請求項１に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項８】
　前記利用可能な容積は、少なくとも１ｍ３である、
　請求項７に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項９】
　前記実装パネルは、ハニカム構造を含む、
　請求項１に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項１０】
　搭載衛星のペイロード実装システムであって、
　搭載衛星のベースパネルに結合されるように構成され、少なくとも１つの被搭載機器を
支持するように構成された前面を含む実装プレートと、
　前記実装プレートに結合され、前記実装プレートに対して横切る方向かつ前記ベースパ
ネルから離れる方向に延び、少なくとも１つの搭載部品を取り付けた搭載側部分、及び前
記搭載側部分の反対側に位置し、前記少なくとも１つの被搭載機器に対して結合されてい
ない被搭載側部分を含み、前記少なくとも１つの搭載部品の熱除去を提供するよう構成さ
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れた放熱部品と、
　を含み、
　前記放熱部品は、輪郭を規定し、
　搭載部品は、前記搭載側部分から離れ、かつ前記放熱部品の輪郭を通過しない方向に延
びる第１の視野を含み、
　被搭載機器は、前記被搭載部分から離れ、かつ前記放熱部品の輪郭を通過しない方向に
延びる第２の視野を含む、
　搭載衛星のペイロード実装システム。
【請求項１１】
　前記放熱部品は、先細の幅を有するパネルを含む、
　請求項１０に記載の搭載衛星のペイロード実装システム。
【請求項１２】
　前記幅は、前記前面から離れる方向に沿って減少する、
　請求項１１に記載の搭載衛星のペイロード実装システム。
【請求項１３】
　前記幅は、徐々に先細りし、前記衛星の打上フェアリングの内側輪郭にほぼ近似する、
　請求項１１に記載の搭載衛星のペイロード実装システム。
【請求項１４】
　前記放熱部品は、平面上にあり、
　前記第１の視野及び前記第２の視野は、前記平面に対して横切る方向に延び、前記第１
の視野及び前記第２の視野が前記放熱部品によって干渉されない、
　請求項１０に記載の搭載衛星のペイロード実装システム。
【請求項１５】
　前記第１の視野及び前記第２の視野は、相互に重畳している、
　請求項１０に記載の搭載衛星のペイロード実装システム。
【請求項１６】
　搭載衛星の機器実装システムであって、
　第１の部分及び第２の部分を有する支持部品を含み、
　前記第１の部分は、搭載衛星のベースパネルに取り付けられる実装側と、前記搭載側と
反対側にあって、少なくとも１つの被搭載機器を支持するように構成された被搭載側を有
し、
　前記第２の部分は、前記第１の部分に対して横切る方向かつ前記ベースパネルから離れ
る方向に延び、前記衛星の１つ以上の部品が実装位置の少なくとも１つに支持できるよう
に構成された複数の実装位置を含む搭載側と、前記搭載側と反対側にあって、前記少なく
とも１つの被搭載機器のエンベロープに沿って延びる被搭載側を有する、
　搭載衛星の機器実装システム。
【請求項１７】
　前記支持部品の前記第１の部分は、前記少なくとも１つの被搭載機器が前記第１の部分
に結合されたとき、前記少なくとも１つの被搭載機器から離れる方向に余分な熱を放出す
るように構成された、
　請求項１６に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項１８】
　前記支持部品の前記第２の部分は、前記１つ以上のシステム部品が前記第２の部分に結
合されたとき、前記衛星の前記１つ以上のシステム部品から離れる方向に余分な熱を放出
するように構成された、
　請求項１６に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【請求項１９】
　前記第２の部分は、当該第２の部分が前記衛星に結合されたとき、前記衛星の縦軸に沿
って延びる、
　請求項１６に記載の搭載衛星の機器実装システム。
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【請求項２０】
　前記第１の部分及び前記第２の部分は、軟性結合を利用して相互接続される、
　請求項１６に記載の搭載衛星の機器実装システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１３年９月９日に出願された米国特許出願番号６１／８７５，５７８の
優先権の利益を主張し、参照によって本明細書に全体が組み込まれる。
【０００２】
［連邦政府支援研究又は開発に関する陳述］
　該当事項なし。
【０００３】
　本開示は、一般的に衛星の機器搭載システムに関し、特に、限定されないが例えば、被
搭載機器の放熱システムに関する。
【背景技術】
【０００４】
　商業衛星又は通信衛星上に、被搭載ペイロード（hosted payloads）として精密機器を
収容（accommodation）することにより、そのような機器ベースのシステムの配置に伴う
コストを著しく削減することが期待できる。精密機器は、商業衛星で一般的に利用可能な
リソースとは異なる収容リソースを必要とする場合がある。商業衛星の顧客は、大幅なコ
スト増、リスク増又はスケジュールへの追加的影響につながる場合、機器の搭載先として
自分の衛星を提供することを好まない。
【０００５】
　本背景技術セクションで提供される説明は、説明内のいかなる問題、特徴、解決法又は
情報を含め、本背景技術セクションで言及され又は本背景技術セクションに関連付けられ
ているという理由のみで従来技術であると見做されるべきではない。本背景技術セクショ
ンは、主題技術の一以上の態様を説明する情報を含むことができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の概要セクションの説明は、本開示のいくつかの説明に役立つ実例を提供しうる
ものである。本セクションは、本開示の概観であること又は本質的な要素を特定すること
を意図していない。
【０００７】
　本明細書に開示される発明のいくつかの実施形態の一態様は、被搭載機器からの廃熱エ
ネルギーの排出は、精密機器の搭載に伴う最も困難な問題の１つであるという認識に立つ
。廃熱は、商業衛星で一般的に利用可能なものより低い温度、多くの場合２０℃未満、で
動作するサーマルシンクを使用して機器から除去しなければならず、多くの場合、被搭載
機器用の独立した熱エネルギー除去システムを搭載衛星に追加しなければならない。これ
らの補助的な放熱システムは、一般的に高価であり、衛星上の貴重な物理空間を大量に消
費する。
【０００８】
　また、いくつかの実施形態の一態様は、いくつかの被搭載機器が、衛星の熱勾配及び材
料の熱膨張係数（ＣＴＥ）効果により生成されたトルクの影響を非常に受けやすいという
認識に立つ。宇宙船が提供する廃熱放出器と被搭載ペイロードとの間の機械的結合を最小
化することが必要な場合がある。
【０００９】
　このため、いくつかの実施形態によれば、放熱部品（component）を含み、静止衛星に
搭載された機器に対して独立した排熱能力を提供することができる機器実装システムを提
供する。



(5) JP 2016-529165 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

【００１０】
　本システムは、機器実装面を含むことができる。いくつかの実施形態では、機器実装面
は、放熱部品に結合することができる。機器実装面は、例えば、硬質要素及び軟質要素の
少なくとも一方を含むことができるヒートパイプを介して、放熱部品に熱結合することが
できる。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、本システムは、例えば、北方向及び南方向の少なくとも一方
など１つ以上の方向に熱を排出しながら、被搭載機器に地球のクリアな視野を提供するよ
うに、搭載衛星に実装することができる。
【００１２】
　本システムは、被搭載機器及び搭載衛星の少なくとも一方の要素又は部品の構造的な支
持（support）提供することもできる。
【００１３】
　本システムは、搭載衛星への機器の取付前に機器と一体化することができ、これによっ
て、システムをテストすることができ、また、搭載衛星又は打上装置のタイムラインへの
影響なしで一体化の問題を解決することができる。
【００１４】
　本システムは、機器を収容する搭載衛星に変更を加える必要性を回避しながら、搭載衛
星で利用可能なものより高性能な熱制御を提供することができる。これにより、収容可能
な搭載衛星の数を増加させることができる。
【００１５】
　添付図面は、更なる理解を提供するために含まれ、本明細書に組み込まれ、かつ、本明
細書の一部を構成するものであり、開示された実施形態の原理を説明するために役立つ説
明と共に、開示された実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】商業静止衛星に実装された商業的な被搭載赤外線ペイロードを示す。
【図２】商業静止衛星に実装された商業的な被搭載赤外線ペイロードを示す。
【図３】被搭載機器に課せられる一般的な地球デッキ（Earth-deck）の実装制約を示す。
【図４】被搭載機器に課せられる一般的な地球デッキの実装制約を示す。
【図５】いくつかの実施形態による、展開構成時の機器実装アッセンブリを備えた衛星を
示す。
【図６Ａ】衛星に搭載される一般的な機器の等角図を示す。
【図６Ｂ】衛星に搭載される一般的な機器の上面図を示す。
【図６Ｃ】衛星に搭載される一般的な機器の側面図を示す。
【図６Ｄ】衛星に搭載される一般的な機器の正面図を示す。
【図７Ａ】いくつかの実施形態による、格納構成時の図５の実装アッセンブリの拡大図を
示す。
【図７Ｂ】いくつかの実施形態による、展開構成時の図７Ａの実装アッセンブリを示す。
【図８Ａ】いくつかの実施形態による、他の例示的な放熱アッセンブリを示す。
【図８Ｂ】いくつかの実施形態による、図８Ａの実装アッセンブリの機器実装パネルに実
装された機器を示す。
【図９Ａ】いくつかの実施形態による、図８Ａの実装アッセンブリの拡大側面図である。
【図９Ｂ】いくつかの実施形態による、図９Ａの実装アッセンブリの角部におけるヒート
パイプの更なる拡大図である。
【図１０Ａ】いくつかの実施形態による、代表的な実装アッセンブリに取り付けられ、か
つ、一般的な打上装置のフェアリング内で搭載衛星に実装された機器の一例を示す。
【図１０Ｂ】いくつかの実施形態による、代表的な実装アッセンブリに取り付けられ、か
つ、一般的な打上装置のフェアリング内で搭載衛星に実装された機器の一例を示す。
【図１０Ｃ】いくつかの実施形態による、代表的な実装アッセンブリに取り付けられ、か
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つ、一般的な打上装置のフェアリング内で搭載衛星に実装された機器の一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示は、一般的に、通信衛星又は商業衛星などの多機能衛星に搭載された、科学機器
やペイロードなどの二次的な電子パッケージ用のに提供される放熱システムに関する。
【００１８】
　以下に記載する詳細な説明は、主題技術の種々の構成の説明として意図され、主題技術
を実施できる唯一の構成を表すことを意図していない。添付図面は、本明細書に組み込ま
れ、詳細な説明の一部を構成する。詳細な説明は、主題技術の完全な理解を提供する目的
のために具体的な詳細を含む。しかしながら、主題技術は、これらの具体的な詳細なしに
実施できることは当業者にとって明らかであろう。場合によっては、周知の構造及び部品
が、主題技術の概念を不明瞭にしないように、ブロック図形式で示される。同様な部品は
、理解を容易にするため、同一の要素番号が付される。
【００１９】
　本明細書に記載される実施形態によれば、搭載商業衛星は、１つ以上の二次的な機器、
センサ又はペイロードを搭載する機会を提供することを実現できるようになる。衛星に追
加のペイロードを搭載することができれば、搭載衛星は追加収益を生み出すことができ、
他の関係者は、全コストを搭載衛星に負わせることなくペイロードを搭載衛星に運搬させ
る予算効率的な機会を得る。従って、いくつかの実施形態では、ペイロードは、既存の衛
星上に配置することができ、これによって、関係者は大幅なコスト削減が可能になる。こ
れらの機会によって、刺激的な新事業が活性化され、企業は、従来到達できなかった目標
を追求することができる。
【００２０】
　しかしながら、本明細書に開示される少なくともいくつかの実施形態の一態様は、搭載
衛星に追加のペイロードを配置できるようになれば、それが搭載衛星にとって大幅なリス
クを生み出すという認識に立つ。ペイロード及びペイロードを組み込むために使用される
システムは、このような機会を利用するために、搭載衛星に関連する厳しい要件を満たさ
なければならない。特に、本明細書に開示されるいくつかの実施形態は、搭載衛星が、搭
載衛星及び付随ペイロードの全部品が正しくかつ確実に機能することを保障する効率的か
つ省スペースな構成を有する必要性があるという認識に立つ。そのような衛星は、厳しく
かつ慎重さを要する厳格な仕様で作製される。
【００２１】
　従って、本明細書に開示された少なくともいくつかの実施形態の一態様は、衛星が付加
的なペイロードを搭載できるようにするため、ペイロードは、衛星及びその機器類にノイ
ズ又は重要でない影響しか与えてはならないという認識に立つ。このノイズ又は影響は、
衛星及びその機器類が所要の機能を発揮できれば、重要でないと見做されるものとする。
【００２２】
　これを可能にするに当たり、いくつかの実施形態は、付加的なペイロードが悪影響を最
小限に抑えながら搭載衛星に収容可能となるよう、本システムの熱歪みや振動を最小化す
る。付加的なペイロードは、搭載衛星又は（搭載衛星によって提供される）被搭載ペイロ
ードの放熱システムに由来する熱歪みによって誘起されるトルクの影響を受けやすい場合
がある。従って、いくつかの実施形態は、熱歪みを低減させるために搭載衛星に変更を加
える必要性がないという利点があり、その結果、必要な収容に対する影響が抑制される。
さらに、これにより、所定の搭載衛星が、搭載可能となる、又は、本明細書に開示される
いくつかの実施形態を利用して使用可能となる可能性が増加する。実際、上述したように
、候補となる被搭載機器は、搭載先を見つけられる見込みを最大限にするために、可能な
限り単純かつ影響が少ない方法で収容されるべきである。
【００２３】
　開示されるシステムのいくつかの実施形態は、本実施形態がなければ搭載衛星で利用で
きない熱制御能力を提供する。開示されるシステムのいくつかの実施形態は、例えば、展
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開型のアンテナ又は非展開型のサンシェードなどの機器の要素の構造的支持を提供するこ
ともできる。いくつかの実施形態は、本システムを搭載衛星に実装するに先立って、本シ
ステム機器を熱制御システム及び構造的支持の少なくとも一方と一体化することを可能に
する。機器及び本システムは、搭載衛星に取り付けられる前に一体化及びテストできるた
め、時間、スケジュール、リスク及び一体化される衛星プログラムのコスト要素のうち１
つ以上を削減することが可能になる。そのような利点により、搭載衛星及び打上装置の準
備のタイムラインから搭載及び組立の活動を分離することができ、これによって、機器を
クリティカルパススケジュールから外すことができる。この結果、全体のプログラムを遅
延させることなく機器に伴う問題を解決できるため、一体化やタイムラインが中断するリ
スク及びコストを低減するという利点も得られる。
【００２４】
　また、開示される放熱システムのいくつかの実施形態は、静止衛星に搭載される機器用
の内蔵型熱制御システムを提供することができる。本システムは、本システムが地球及び
限定された（select）横方向、例えば、北、南、東又は西などを向く１つ以上の視野（Ｆ
ＯＶ）を持ち、例えば、北向き空間及び南向き空間の少なくとも一方に熱を排出すること
を可能にする放熱部品を含むことができる。
【００２５】
　現在の衛星の構成では、機器類及び既存の備品（equipment）が、利用可能なスペース
全体を占有すれば、衛星は最も効率的である。衛星は、必要な大きさを有しつつ、できる
だけコンパクト化されるべきである。従って、従来技術では、搭載衛星上に、二次的な機
器若しくはペイロードが利用可能なスペースを作ろうとはしてこなかった。そしてそれは
、大規模な機器若しくはペイロードのための、又は、搭載衛星が大規模な部品を必要とす
る状況でのスペース確保において特に顕著であった。
【００２６】
　しかしながら、本明細書で開示されるいくつかの実施形態によれば、機器実装システム
によって、大規模なペイロードを搭載衛星に搭載することが可能になる。例えば、衛星に
搭載できるペイロード又は機器のサイズは、大規模機器クラス又は衛星自体の機器類と比
べて大きいものとすることができる。
【００２７】
　図１及び図２を参照すると、搭載衛星１００は、小規模の被搭載ペイロード１１０を支
持又は運搬するように構成することができる。図１に示す衛星１００及び被搭載ペイロー
ド１１０は、大規模な被搭載精密機器又はペイロードに既知の実例がないことを明らかに
している。本明細書内では、「大規模な」ペイロードとは、少なくとも、約０．７ｍ３、
約０．８ｍ３、約０．９ｍ３、約１ｍ３、約１．１ｍ３、約１．２ｍ３以上のペイロード
を指すことができる。そのような大規模な被搭載ペイロードは、大型アンテナ又は大型放
熱システムと組み合わされる形も含め、従来の衛星又は他の機器類で使用されてはいなか
った。
【００２８】
　また、図２に示すような従来のシステムはいずれも、堅牢若しくは大型のアンテナ又は
放熱システムと組み合わせた大規模なペイロードを含んでいない。このため、図１及び図
２に示すように、従来のシステムは、大規模なペイロードを支持することができず、特に
それは、搭載衛星１００が大規模なアンテナ、制御モジュール、放熱器などの電子機器を
必要とする場合に顕著であった。
【００２９】
　本明細書に開示されるいくつかの実施形態によれば、搭載衛星が、大きな搭載衛星のペ
イロードアンテナ又は備品と同時に、より大きなペイロード又は機器を支持可能とするシ
ステムを提供することができる。また、本システムのいくつかの実施形態は、ペイロード
又は機器が、放熱パネルの熱歪みトルク又は移動による影響を受けないようにすることが
できる。例えば、いくつかの実施形態は、例えば、軟質のヒートパイプシステムなど、変
形可能なヒーティングシステムを使用することができる。また、いくつかの実施形態は、



(8) JP 2016-529165 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

打上装置のフェアリング制限内で容量を最大とするように構成された、独自の放熱パネル
形状を利用して、大規模なペイロード又は機器を収容するために独自構成されたシステム
を提供することができる。さらに、本システムのいくつかの実施形態は、著しく大きなサ
イズ、重量、電源又は熱リソース要件を持つ高価なペイロード又は機器を、一般的な商業
静止通信衛星上に一体化することを可能にすることができる。
【００３０】
　図３及び図４を参照すると、衛星１２０はデッキエリア１２２を含むことが示されてい
る。デッキエリア１２２は、サイズが大幅に制限され、一般的には、搭載側の任務用のア
ンテナ及び宇宙船のセンサのために使用される。このように、衛星１２０は、その上に追
加のペイロード又は機器を収容するスペースをほとんどもしくは全く持っていない。図４
は、衛星１２０の上面図である。
【００３１】
　図３及び図４に示すように、衛星１２０は、北面及び南面を有する宇宙船の一次的な放
熱器１３０と、一次的な任務通信アンテナフィード１３２と、地球に対するクリアな視界
を必要とする１つ以上の一次的な任務通信アンテナリフレクタ１３４と、地球に対するク
リアな視界を必要とする衛星地球センサ１３６と、地球に対するクリアな視界を必要とす
る一次的な任務通信アンテナ１３８と、他の関連する備品と、を含むことができる。宇宙
船の余分な熱エネルギーは、南方向１４０及び北方向１４２の宇宙空間に放出されるが、
衛星１２０の他の備品は地球に対するクリアな視界を必要とする。このような制約により
、従来は大規模なペイロード及び機器を搭載することができなかった。
【００３２】
　しかしながら、本明細書に開示されるいくつかの実施形態によれば、搭載衛星と被搭載
ペイロードとの間のこの干渉に対する革新的な解決策を解決するシステムが提供される。
特に、いくつかの実施形態は、視野、エリア及び熱エネルギー排出に関する要件内で、全
ての搭載機器及びペイロード自身が動作可能であることを保証しつつ、搭載衛星が大規模
な被搭載ペイロードを運搬できるように、視野、エリア及び熱エネルギー排出に関する要
件を解決することを可能にする。
【００３３】
　図５は、種々の搭載衛星の部品２１０と共に大規模なペイロード３００を収容するため
に、衛星２０２で使用することができるシステム２００の実施形態を示す。
【００３４】
　図６Ａ～図６Ｄに示すように、ペイロード３００は、搭載衛星２０２が満たすべき重要
な実装制約、熱制約又は視野制約を有する精密機器を含むことができる。被搭載ペイロー
ド３００は、２つの独立した熱消散（dissipation）排出システムを含むことができる。
ペイロード３００の第１の熱消散排出システムは、図６Ａ、図６Ｂ及び図６Ｄに示すよう
に、宇宙空間に熱を直接排出する、北面又は南面の内蔵型機器放熱器３０２を含むことが
できる。ペイロード３００が搭載衛星２０２に配置された場合、一般に放熱器３０２は宇
宙空間に対するほぼクリアな視野を有する必要がある。そのようなクリアな視野があれば
、余分な熱エネルギーを放熱器３０２から宇宙空間に直接放出することが可能となる。第
２の熱消散排出システムは、図６Ａ、６Ｃ及び６Ｄに示すように、表面３０４及び実装パ
ネル又は伝熱界面３０６を介して、熱を排出することができる。ペイロードは地球の反対
方向面又は天頂方向面３０４を含むこともでき、この面を介してペイロードの余分な熱エ
ネルギーの一部を、例えば、伝熱によって、搭載宇宙船に消散することができる。いくつ
かの実施形態では、搭載宇宙船は、搭載宇宙船又は衛星２０２とペイロード３００との間
の界面における温度が約２０℃未満であれば、伝熱を受け取ることができる。伝熱界面３
０６は、機器の電子的脆弱性上の理由で、好ましくは、搭載衛星で使用される温度（７１
℃以上）を大きく下回る温度（２０℃以下）で動作するのがよい。
【００３５】
　また、伝熱界面３０６は、界面３０６をペイロード３００の天頂方向面３０４に結合可
能にする実装構造を持つことができる。伝熱界面３０６の実装構造は、ペイロード３００
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を搭載衛星２０２上に機械的に実装又は固定可能にするように構成することができる。
【００３６】
　さらに、ペイロード３００は、機器開口３１０を含むこともできる。この機器開口によ
り、ペイロードは所望の機能を実行することが可能となる。機器開口３１０は地球に対す
るクリアな視界を持つ必要がある。
【００３７】
　図５、図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、システム２００は、
例えば、搭載衛星２０２のアンテナ、電子機器、光学機器又は他の部品など、搭載衛星２
０２の部品を運搬又は支持するように構成することができる放熱器４００を含むことがで
きる。いくつかの実施形態では、放熱器４００によって、搭載衛星２０２の部品２１０の
うち１つ以上が衛星２０２上に構造的に実装可能となり、またこれらの部品が必要な視野
、エリア及び熱排出に関する要件を満足することが可能になる。
【００３８】
　図５及び図７Ａ～図９Ｂは、システムの放熱部品の一実施形態を示す。そこで示される
ように、放熱器４００は、第１の側すなわち搭載機器側４１０と、第２の側すなわち被搭
載機器側４１２と、を含むことができる。搭載部品２１０は、第１の側４１０に沿って実
装又は支持することができる。すでに明らかにしたように、視野、エリア及び熱排出に関
する要件は、搭載備品又は部品２１０を放熱器４００の第１の側４１０に沿って配置する
ことにより満たすことができる。そのような要件は、これらの部品２１０を放熱器４００
の第１の側４１０に沿って配置し、搭載機器又はペイロード３００を放熱器４００の第２
の側４１２に沿って配置することで、適合し、満たすことができる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、搭載衛星２０２は、放熱器４００の構造を使って、例えば、
アンテナフィードホーン又は二次的なアンテナなどの要素を実装することができる。いく
つかの実施形態では、放熱器４００の構造は、搭載衛星によって利用される第１の部分、
及び、被搭載機器によって利用される第２の部分に、例えば、地球デッキなどの異なる実
装面を提供することができる。
【００４０】
　上述のように、搭載部品２１０は、例えば、搭載衛星の二次的なアンテナ２２０、搭載
衛星のアンテナフィードホーン２２２及び搭載衛星のアンテナリフレクタ２２４を含むこ
とができる。また、放熱器４００がリフレクタ展開機構２２６を含むように、システム２
００を構成することもできる。リフレクタ展開機構２２６は、リフレクタ２２４を（図７
Ａに示す）格納位置から（図７Ｂに示す）展開位置まで回転可能にするものである。その
ような実施形態において、システム２００は、リフレクタ２２４が解除、展開されるまで
の間、リフレクタ２２４を格納構成すなわち発射（launch）構成に維持することができる
１つ以上のアンテナリフレクタ発射構成固定ポイント２３０を含むことができる。図７Ａ
及び図７Ｂに示す実施形態は、種々の搭載備品構成及び要件の一例を示し、これらの構成
及び要件は、システム２００のいくつかの実施形態に従って満たすことができる。
【００４１】
　図７Ａ及び図７Ｂにも示すように、本システムはベース構造５００を含むことができ、
ベース構造５００は、放熱器４００がベース構造５００に対してほぼ横切る角度でベース
構造から延びるように、放熱器４００に結合することができる。例えば、いくつかの実施
形態では、放熱器４００は、ベース構造５００に対して略垂直に配向することができる。
図５に示すように、ベース構造５００は、搭載衛星２０２のベースパネルすなわち天底デ
ッキ２４０に結合することができる。ベース構造５００によって、システム２００を搭載
衛星２０２に結合可能とすることができる。ベース構造５００は、内部の構造部材に加え
、面又はパネルを含むことができる。ベース構造５００は、搭載衛星に結合されたとき、
天底デッキ２４０に対して平行に配向することができる。また、システムがベース構造５
００を含まない実施形態も実現可能である。その場合、被搭載ペイロードが取り付けられ
た状態を示す図８Ａ及び図８Ｂに示すように、システム２００は、ベース構造５００を使
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用せずに、宇宙船の天底デッキ２４０に直接取り付けられる。
【００４２】
　一般に、部品２１０は、その視野にあるものの影響を非常に受けやすい可能性がある。
特に、部品２１０は、地球に対するクリアな視野を必要とするのが一般的である。システ
ム２００の部分側面図である図９Ｂを簡単に参照すると、被搭載ペイロード３００は、シ
ステム２００の実装構造３０６から離れるように延びる必須視野３４０を持つことができ
る。視野３４０は、放熱器４００の輪郭（profile）の制約を受けうる。例えば、図９Ｂ
に示すように、視野の左端３４２は、放熱器４００とは交差せずに放熱器４００に対して
横切る方向に延びることができる。また、視野３４０の右端３４４は、放熱器４００又は
放熱器４００の存在する平面とは交差しない経路で、放熱器４００に対して略平行に延び
ることができる。従って、放熱器４００は、その輪郭がペイロード３００の機器開口３１
０の制限のない視野を可能とするように構成することができる。さらに、搭載部品２１０
も、放熱器４００の輪郭がもたらす効果の対象とすることができる。放熱器４００の輪郭
は、搭載部品２１０の視野と干渉しないように構成することができる。例えば、ペイロー
ド３００の視野３４０と同様に、リフレクタ２２４の視野も、放熱器４００からの干渉な
しで放熱器４００の上方に延びることができる。備品２１０のホーン及びアンテナのよう
な他の部品も同様に、放熱器４００の輪郭から全く干渉されないようにすることができる
。
【００４３】
　図７Ａ及び図７Ｂをさらに参照すると、放熱器４００は、部品２１０及び衛星２０２の
少なくとも一方から熱的に独立し、被搭載ペイロード３００の必要性に適したより低い温
度で動作することができる。放熱器４００は、ペイロード３００から機械的に独立するこ
とができる。放熱器４００は、（伝熱界面３０６を介して）ペイロード３００のベースに
熱結合することができる。従って、伝熱界面３０６は、放熱器４００と同じ公称温度で動
作することができる（例えば、ヒートパイプは、公称上、その長さ方向に等温化できる）
。伝熱界面３０６及び放熱器４００が動作する温度は、衛星本体（例えば、ときには約７
１℃）より低くかつ放熱器３０２より高い温度（例えば、ときには約２０℃）とすること
ができる。このため、いくつかの実施形態では、放熱器４００は、衛星２０２から熱的に
独立するが、伝熱界面３０４からは熱的に独立しない、とすることができる。また、いく
つかの実施形態では、搭載ペイロード部品２１０があまり熱消散を生み出さず、放熱器４
００が、部品２１０によって生み出された熱消散を全て放出する必要があるかもしれない
。このため、本明細書で開示される少なくともいくつかの実施形態の一態様によれば、放
熱器４００は、部品２１０を機械的に実装可能とする構造を有しながら、余分な熱も放出
するという二つの用途を兼ねることができる。部品２１０は、放熱器４００に実装するこ
とができ、よって、放熱器４００に機械的かつ熱的に結合することができる。しかしなが
ら、部品２１０の一部は、消散性があり、放熱器４００で観察される温度を大きく上回る
温度を経験することができる（例えば、送信フィードホーンは、比較的高い熱インピーダ
ンスを持つ経路を経由した位置で、放熱器４００に結合することができる）。
【００４４】
　以上、図７Ａ及び図７Ｂを参照して述べたように、実装構造すなわち界面３０６は、機
器の電子的脆弱性上の理由で、好ましくは、搭載衛星で使用される温度（７１℃以上）を
大きく下回る温度（２０℃以下）で動作するのがよい。ペイロード３００は、搭載衛星２
０２の備品２１０の動作温度より低い温度で動作することができる。このため、放熱器４
００は、スペース効率上の優位性を持つシステム２００を提供することができ、これによ
り、搭載備品又は部品２１０を、被搭載ペイロード放熱収容システムから独立した追加的
な構造ではなく、放熱器４００上に実装することができる。
【００４５】
　図５及び図７Ｂは、いくつかの実施形態による、展開構成時の機器実装アッセンブリの
一例を示す。この構成例は、放熱器とアンテナ実装が一体化した構造を示す。放熱器４０
０がアンテナ部品の構造的な実装を提供するため、貴重な衛星デッキ実装スペースを消費
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することがなく、また放熱器４００は、搭載先と機器の両方の視野制約を満たす。本明細
書で更に説明するように、機械的に分離する必要がなければ、単純な定コンダクタンスヒ
ートパイプを用いて熱の除去が可能となる。また例えば、放熱器及び宇宙船の熱歪みによ
る機器のトルクを低減するために、機械的な結合を最小限に抑えることが望まれる場合に
は、軟質のヒートパイプを使用してもよい。
【００４６】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、いくつかの実施形態による、実装アッセンブリの一例に取り付
けられ、一般的な打上装置のフェアリング内の搭載衛星に実装された機器の一例を示す。
【００４７】
　いくつかの実施形態によれば、放熱器４００が打上エンベローブ内の利用可能なスペー
スを最大にするように特に構成されたデザインを持つことができる。例えば、図１０Ａ～
図１０Ｃは、打上のために格納された被搭載機器を備えた一般的な商業衛星の例を示す。
図１０Ａは、内部に大きなエンベロープ６０４を規定するフェアリング６０２を有する打
上装置６００を示す。これらの図では、システム２００が搭載衛星２０２上に実装された
状態が示されている。システム２００は放熱器４００を含み、放熱器４００は打上エンベ
ロープ６０４の内側の輪郭又は形状を厳密に近似することができる外周形状４３０を持つ
ことができる。打上エンベロープ６０４によって、搭載部品２１０及びペイロード３００
を含むシステム２００が適合すべき容積制約が決定される。
【００４８】
　本明細書に開示される少なくともいくつかの実施形態の一態様は、従来の衛星の場合、
衛星自体が配置される打上エンベロープにぴったりと収まるべきであったが、本明細書に
開示されるいくつかの実施形態は、搭載備品及び二次的な機器若しくはペイロードを収容
しつつ、放熱器のサイズを最大にするために、システム２００が打上エンベロープにぴっ
たりと接近するように構成される、という認識に立つ。例えば、いくつかの実施形態は、
フェアリングの上部６０２内に一意に配置された放熱器４００を含む。また、本明細書で
説明したように、いくつかの実施形態では、搭載部品２１０、放熱器４００及び被搭載ペ
イロード３００は、打上装置のフェアリング６００の上部の内部形状に近似することがで
きる。これに関連する設計又は解決法は、従来のシステムでは提示されていないが、これ
は、いくつかの実施形態で解決される問題が新しい問題であり、本明細書内で示された解
決法は現時点まで不要であったが、本明細書に開示された発明の実施形態を利用して、今
初めて解決されるものであるという出願人の理解に沿ったものである。
【００４９】
　本明細書に開示されるいくつかの実施形態によれば、放熱器４００は、一般的な打上装
置のフェアリング制約に厳密に沿った、放熱器４００の機器専用放熱器サイズ及び容量を
最大にするように設計された形状を含むことができる。放熱器４００は、打上装置のフェ
アリングの適合要件に基づいた、種々の独自形状の１つを含むことができる。
【００５０】
　例えば、いくつかの実施形態は、打上エンベロープ６０４内にぴったりと収まることが
可能な、打上エンベロープ６０４の内側の輪郭又は表面を厳密に近似する尖頭形又は先細
形の外周４３０を有する放熱器４００を含むシステム２００を提供する。
【００５１】
　いくつかの実施形態によると、図８Ａ～図９Ｂを参照すると、システム２００は伝熱除
去性能を持つように構成することができる。
【００５２】
　図８Ａは、いくつかの実施形態による放熱アッセンブリの一例を示す。平坦な機器実装
面は、いくつかの実施形態では、実装アッセンブリを搭載衛星に固定する取付機能も持つ
ことができる。いくつかの実施形態では、機器実装面は、地球方向に延びる軸に垂直とす
ることができる。平坦な放熱器は、機器実装面に直角に設けられている。いくつかの実施
形態では、北方向及び南方向の少なくとも一方に放熱器から熱を放出できるように、放熱
器が存在する平面は、南北軸に垂直とすることができる。
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【００５３】
　機器実装面と放熱器とは、１つ以上のヒートパイプによって熱結合することができる。
１つ以上のヒートパイプのある部分は、放熱器に内蔵されるか、又は、いくつかの実施形
態では、放熱器の表面に熱結合することができる。いくつかの実施形態では、１つ以上の
ヒートパイプの別の部分は、フランジを付され、機械的な締結具及び熱接着剤若しくは充
填剤を使用して、機器実装プレートに取り付けることができる。いくつかの実施形態では
、ヒートパイプの機器端は、機器実装パネルに直接内蔵させることができる。いくつかの
実施形態では、熱歪みからの影響遮断が重要でない場合、ヒートパイプの直角部分は一般
的な硬質のヒートパイプである。いくつかの実施形態では、ヒートパイプの直角部分は軟
質なヒートパイプとすることができる。いくつかの実施形態では、「ループ」状のヒート
パイプをヒートパイプの一部に使用することができる。
【００５４】
　図８Ｂは、いくつかの実施形態による、図８Ａの実装アッセンブリの機器実装パネルに
実装された機器を示す。いくつかの実施形態では、放熱システムは、北方向及び南方向の
少なくとも一方に熱を排出しながら、地球のクリアな視界、即ち、天底又は地球方向に延
びる軸に沿ったクリアな視界を提供する。
【００５５】
　図８Ａ～図９Ａに示すように、システム２００は、放熱部品を利用して熱除去を実施す
ることができる。例えば、いくつかの実施形態では、熱除去は伝熱除去を使用して実現す
ることができる。
【００５６】
　図８Ａ及び８Ｂを参照すると、システム２００は、ペイロード３００からの熱を除去す
るか又は除去を容易にするように構成することができる実装構造３０６を含む。例えば、
ペイロード３００から生じる廃熱は、１つ以上の経路で本システムを伝わることができる
。
【００５７】
　例えば、図６Ａ～図６Ｄに関して上述したように、熱除去用の第１の経路は放熱器３０
２を通るものとすることができる。放熱器３０２は、ペイロード３００のもっとも影響を
受けやすい要素又は部品からの廃熱を除去できる超低温の放熱器を含むことができる。ペ
イロード３００のこれらの要素は、約７７ケルビンの温度で動作する場合があるため、超
低温に依存しない熱除去を必要とする。
【００５８】
　第２の経路は、ペイロード３００の部品からの熱除去を、機器のベースプレートからか
つ衛星より低い温度で提供することができる。そのような部品には電子機器及びコンピュ
ータ支持備品が含まれ、放熱器４００から機械的に分離され、搭載宇宙船２０２より低温
で動作する放熱器を必要又は使用することができる。第２の経路を介した熱除去は、本明
細書に開示されるいくつかの実施形態を利用して実現できる。
【００５９】
　また、図８Ａ及び８Ｂに示すように、熱除去用の第２の経路は、実装構造３０６を含む
ことができる。実装構造３０６は、ペイロード３００の天頂方向面に結合することができ
る。いくつかの実施形態によれば、実装構造３０６は、１つ以上のヒートパイプを含むこ
とができる。例えば、実装構造３０６は、ヒートパイプを備えたハニカム構造を含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、ヒートパイプは、システム２００の１つ以上の構造
内に内蔵することができる。他の実施形態では、実装構造３０６は、中実（solid）など
の非ハニカムプレートであってもよく、ヒートパイプは、プレートの底面に直接取り付け
られてもよい。ヒートパイプは、フランジ３２４を有することができる（図９Ｂの端面図
に示す）。フランジ３２４は、機械的な締結具、及び熱的な伝熱充填物若しくは接着剤の
少なくとも一方で実装構造３０６に取り付けることができる。
【００６０】
　図９Ｂを参照すると、いくつかの実施形態は、実装構造３０６と、実装構造３０６に結
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合又は内蔵することが可能なヒートパイプアッセンブリ３１０と、を含むことができる。
また、図９Ｂに示すように、ヒートパイプアッセンブリ３１０は、実装構造３０６及び放
熱器４００の少なくとも一方に結合又は内蔵することができる。いくつかの実施形態では
、ヒートパイプアッセンブリ３１０は、実装構造３０６と衛星２０２の天底デッキ２４０
又は５００との間に挟み込まれる機器実装構造３０６に取り付けることができる。
【００６１】
　ヒートパイプアッセンブリ３１０は、ペイロード３００の少なくとも１面の近傍に配置
することができ、ペイロード３００の当該少なくとも１面からの伝熱除去が可能な、ヒー
トパイプを含むことができる。また、ヒートパイプアッセンブリ３１０は、１つ以上の定
コンダクタンスヒートパイプを含むことができる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、（実装構造３０６に沿って延びる）ヒートパイプアッセンブ
リ３１０は、１つ以上の機械的な締結具を使用して、ペイロード３００に固定することが
できる。また、ヒートパイプアッセンブリ３１０、機器実装構造３０６及びペイロード３
００の間の界面は、熱接着剤又は他の充填剤で充填することもできる。
【００６３】
　ヒートパイプアッセンブリ３１０は、相互に相対的に横切る方向に延びることができる
実装構造３０６及び放熱器４００の少なくとも一方に結合することができる。各ヒートパ
イプ３２０は、図９Ｂの側面図に示される。ヒートパイプアッセンブリ３１０は４～２０
の独立したヒートパイプを含むことができ、いくつかの実施形態では、１０のヒートパイ
プを含むことができる。各パイプは、図８Ａに示すように、実装構造３０６の底に沿って
延び（例えば、図９Ｂ参照）、９０°曲がって（例えば、図９Ｂ参照）、放熱パネル４０
０の内部へと天底方向に延びるＬ形状を有することができる。また、ヒートパイプアッセ
ンブリ３１０は、標準的な硬質の定コンダクタンスヒートパイプ、軟質のパイプ又はルー
プヒートパイプシステムを含むことができる。従って、ヒートパイプアッセンブリ３１０
は、放熱パネルに機械的に締結されるフランジが形成されたヒートパイプ構成の代わりに
、一般的な硬質のヒートパイプ（熱歪みからの影響遮断が重要でない場合）、軟質のヒー
トパイプ（熱歪みからの影響遮断が重要で、システム２００の組立及びテストを容易にす
る場合）又はループヒートパイプシステムを使用して、アッセンブリ３１０の１つ以上の
パイプが直角に曲がるように構成することができる。
【００６４】
　従って、いくつかの実施形態は、両面型の機器用放熱器４００及び内蔵ヒートパイプシ
ステムを使用した熱除去を提供することができる。
【００６５】
　さらに、実装構造３０６は、熱除去を容易にし、ペイロード３００と衛星の天底デッキ
２４０とを機械的に相互接続する手段を提供することができる。
【００６６】
　また、いくつかの実施形態は、ヒートパイプアッセンブリ３１０が軟質であるように構
成することができる。軟質のヒートパイプアッセンブリは、熱除去システムと放熱器４０
０に支持された部品との間、及び、熱除去システムと実装構造３０６との間の少なくとも
一方において柔軟な界面となることができる。そのような実施形態では、システム２００
の部品の加熱差によって歪みが生じることがない。例えば、ヒートパイプアッセンブリ３
１０の収縮運動は、ペイロード３００の機器が影響を受けやすいトルク又は力の原因とな
ることがある。従って、いくつかの実施形態では、軟性のヒートパイプアッセンブリを、
ペイロード３００の要素に影響を及ぼす可能性のある、ねじり、引っ張り又は他の力を緩
和するために使用することができる。
【００６７】
　図８Ａ及び図９Ｂを再び参照すると、システムは、衛星２０２の天底デッキ２４０に対
してペイロード３００を固定する実装構造３０６に結合される１つ以上のマウント３２２
を含むことができる。マウント３２２は、システムを宇宙船本体内のトルクの影響から効
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果的に遮断する１つ以上の運動マウント（kinematic mounts）を含むことができる。従っ
て、システム２００及びペイロード３００に作用する可能性のある、衛星２０２の打上に
伴う負荷又は力は、マウント３２２を通過することができる。いくつかの実施形態では、
マウント３２２は、複数の運動マウントを含むことができる。また、図示では、システム
２００が含むマウント３２２の数が限定的に示されているが、いくつかの実施形態では、
１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ、９つ、１０又はそれ以上など、より
多くの又はより少ないマウント３２２を含むことができる。
【００６８】
　本出願は、当業者が本明細書に記載された種々の態様を実施できる説明を含む。以上、
最良の形態及び他の実例とみなされるものを説明してきたが、これらの態様に対する種々
の変更は当業者にとって容易に明らかであり、本明細書に定義された包括的原理は他の態
様に適用することができる。開示されたプロセスにおけるステップ又はブロックの具体的
な順序又は階層は、例示的アプローチの説明であると理解される。設計嗜好に基づいて、
プロセスにおけるステップ又はブロックの具体的な順序又は階層を再構成できることが理
解される。添付の方法クレームは、種々のステップの要素を、例示的順序で提示するもの
であり、提示された特定の順序又は階層に限定されるものではない。従って、特許請求の
範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、請求項の文言に沿った全範
囲が認められるべきである。
【００６９】
　見出し及び小見出しがある場合、便宜上使用されているだけであり、本発明を限定する
ものではない。
【００７０】
　単数形の要素に対する言及は、特に明言されない限り、「唯一のもの（one and only o
ne）を意味するものではなく、むしろ「１つ以上（one or more）」を意味するものであ
る。冠詞“a”及び“an”の使用は、語句「少なくとも１つ（at least one）」と等価で
あると理解すべきである。特に明言されない限り、用語「１組（a set）」及び「いくつ
かの（some）」は、１つ以上を指している。
【００７１】
　本開示で使用される「上（top）」、「下（bottom）」、「上方（upper）」、「下方（
lower）」、「左（left）」、「右（right）」、「前（front）」、「後ろ（rear）」な
どの用語は、通常の重力座標系というよりはむしろ任意の座標系におけるものとして理解
されるべきである。従って、上面、底面、前面及び後面は、重力座標系において、上方、
下方、斜め（diagonally）、水平方向のいずれの方向に延びてもよい。
【００７２】
　種々の部品間の関係について、本明細書に直交又は垂直であると記載又は図示されてい
るものがあるが、それらの部品は、いくつかの実施形態では、他の配置構成をとることが
できる。例えば、いくつかの実施形態では、これら部品間に形成される角度が９０°超で
も９０°未満でもよい。
【００７３】
　種々の部品が平坦及び直線の少なくとも一方であると図示されているが、それらの部品
は、いくつかの実施形態では、例えば、湾曲形状又は尖頭形状のように、他の構成を有す
ることができる。
【００７４】
　男性の代名詞（例えば、彼の（his））は、女性及び中性（例えば、彼女の（her）及び
それの（its））を含み、逆もまた同様である。本開示全体を通して記載されている種々
の態様の要素に対して構造上及び機能上同等であって、当業者にとって既知であるか又は
後で既知のものになるものはすべて、参照により明白に本明細書に組み込まれ、本特許請
求の範囲に包含されるものである。また、本明細書に記載されているものは、そのような
開示が特許請求の範囲に明確に列挙されているか否かにかかわらず、公衆にささげること
を意図していない。請求項の要素は、その要素が「手段（means for）」という表現を使
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用して明白に列挙されているか、又は、方法クレームの場合にその要素が「作動（operat
ion for）」という表現を使用して列挙されている場合を除いて、米国特許法第１１２条
第６段落の規定に基づいて解釈されるべきではない。
【００７５】
　一態様（an aspect）、その態様（the aspect）、他の態様（another aspect）、いく
つかの態様（some aspect）、１つ以上の態様（one or more aspect）、一実施（an impl
ementation）、その実施（the implementation）、他の実施（another implementation）
、いくつかの実施（some implementations）、１つ以上の実施（one or more implementa
tions）、一実施形態（an embodiment）、その実施形態（the embodiment）、他の実施形
態（another embodiment）、いくつかの実施形態（some embodiments）、１つ以上の実施
形態（one or more embodiments）、一構成（a configuration）、その構成（the config
uration）、他の構成（another configuration）、いくつかの構成（some configuration
s）、１つ以上の構成（one or more configuration）、主題技術（the subject technolo
gy）、開示（the disclosure）、本開示（the present disclosure）などの表現、および
これらの他の変化形は、便宜上のものであり、これらの表現に関する開示が、主題技術の
本質となること、又は、主題技術の全ての構成に適用されることを意味しない。そのよう
な表現に関する開示は、すべての構成又は１つ以上の構成に適用することができる。その
ような表現に関する開示は、１つ以上の例を含むことができる。一態様又はいくつかの態
様のような表現は、１つ以上の態様に言及し、逆もまた同様であり、これは他の前述の表
現にも同様に適用される。
【００７６】
　「例示的（exemplary）」という単語は、「一例又は一説明として機能すること」を意
味するために本明細書で使用されている。「例示的」として本明細書に記載されている態
様は、必ずしも他の態様又は設計より好ましい又は有利であると解釈されるべきではない
。
【００７７】
　本開示全体を通して記載されている種々の態様の要素に対して構造上及び機能上同等で
あって、当業者にとって既知であるか又は後で既知のものになるものはすべて、参照によ
り明白に本明細書に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。また、本明細
書に記載されているものは、そのような開示が特許請求の範囲に明確に列挙されているか
否かにかかわらず、公衆にささげることを意図していない。請求項の要素は、その要素が
「手段（means for）」という表現を使用して明白に列挙されているか、又は、方法クレ
ームの場合にその要素が「作動（operation for）」という表現を使用して列挙されてい
る場合を除いて、米国特許法第１１２条第６段落の規定に基づいて解釈されるべきではな
い。また、「含む（include）」、「有する（have）」などの用語は、説明又は特許請求
の範囲において使用される範囲で、「含む（comprise）」が特許請求の範囲で移行語とし
て使用される際に解釈されるように、「含む（comprise）」という用語と同様に包含的で
あることを意図する。
【００７８】
　本開示の実施形態を詳細に記述して説明してきたが、これら実施形態は、説明及び例示
のみを目的としたものであり、限定を目的とすると捉えられるべきではなく、本発明の範
囲は、添付の特許請求の範囲の用語によってのみ限定されると、明確に理解すべきである
。
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